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【国際研修・共同研究】

ラオス第４回本邦研修

国際協力部教官　
山　下　拓　郎

第１　はじめに

ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）ラオス法制度整備支援プロジェクトに関し、
令和７年９月２９日（月）から１０月１０日（金）（移動日を含む。）、ラオス人民民主
共和国（以下「ラオス」という。）の司法省職員、最高人民裁判所判事、最高人民検察
院検察官、ラオス国立大学職員ら２２名を研修員として日本に招き、ラオス第４回本邦
研修（以下「本研修」という。）を実施した。

本稿では、本研修の概要を紹介するが、本稿の意見にわたる部分は、全て当職の私見
であり、所属部局の見解ではない。

第２　本研修の背景・目的等

１　本研修について
ラオスでは、２０１８年７月から２０２３年７月までに実施されたＪＩＣＡプロ

ジェクト「法の支配発展促進プロジェクト（フェーズ１）」（以下「前プロジェクト」
という。）に引き続き、同月から令和１０年（２０２８年）７月まで５年間の計画
で、「法の支配発展促進プロジェクト（フェーズ２）」（以下「本プロジェクト」とい
う。）が実施されている。

本プロジェクトは、前プロジェクトなど従前のプロジェクトの成果を土台として、
引き続き関係４機関（司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院及びラオス国立大
学）をラオス側の実施機関とし、事実認定と法令の解釈適用を適切に行う能力を身に
付けた法律実務家が継続して育成されることで、法律実務が改善され、法の支配が促
進されることを最終的な目標としている。そして、本プロジェクトにおいては、上記
のような能力を身に付けた法律実務家を育成する基盤の形成のために、基本法令の理
解を促進する論点集の作成、基本法令の理解に基づく実践を促進するための効果的な
研修等の実施及び法律実務家が実務で参照できる判決書集や意見書サンプル集の作成
といった活動により、基本法令を十分に理解し、他者に指導できる中核人材の育成と
いう成果を挙げることを予定している。

本プロジェクトにおける刑事法分野の活動においては、前記の内容のうち、特に基
本法令の基本法令の理解を促進する論点集の作成等という点に関連して、刑事法ワー
キンググループ（以下「刑事法ＷＧ」という。）が設置され、ラオス刑法各論の条文
のうち、窃盗や詐欺等の合計１２の条文に関する要件の説明や事例への適用について
解説した論点集を作成しており、これが令和７年度中に完成予定である。論点集完成
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後は、本論点集の普及活動を実施することになるところ、本研修においては、当該普
及活動を見据えて、より効果的な講義・研修を実施するため、大学、司法修習、実務
家の各段階における教育・研修に関する日本側の知見を提供するとともに、研修員に
よる模擬講義の実施、さらには、刑法理論や刑法解釈を実務に生かすための事例演習
を実施することを目的とした。

２　日程及び研修参加者等
本研修の日程は別添１のとおりであり、本研修の参加者は別添２のとおりである。

第３　研修の内容（以下は日程順に記載する。）

１　導入講義（刑法総論の思考方法）
本研修１日目には、現在作成している論点集を体系的に整理するとともに、現在研

究している１２の条文のすべてを同様に説明するための方策を提示すべく、当職によ
り「刑法総論の思考方法」と題し、日本の刑法総論（刑法理論）に関する講義を、殺
人罪（刑法１９９条）を例として実施するとともに、ラオス刑法上総論に該当する同
法１２条に列挙された犯罪の構成要素（客体的要素、客観的要素、主観的要素、主体
的要素）を念頭に全ての条文を説明する必要があることなどについて講義を実施し
た。

２　法科大学院における刑法教育・法科大学院講義の視聴
本研修２日目は、中央大学大学院法務研究科の井田良教授により、法科大学院にお

ける刑法教育として、日本の法科大学院制度の成り立ち及び法科外学院で実施してい
る刑事系科目（特に刑法）に関する教育について講義いただいた。

これを踏まえて、午後には、法科大学院の講義風景の様子の動画1を視聴し、井田
教授にどのような意図をもって学生と議論しているのかを解説いただいた。

３　成果物の活用方法作成会議（論点集）
本研修の３日目は、成果物の活用方法作成会議（論点集）として、現在作成中の論

点集のうち、事故を招く交通規則違反（ラオス刑法１４５条）、詐欺（同法２３３
条）、違法な決定（同法３９０条）の３点につきラオス側に模擬講義を実施していた
だき、これを、前記井田教授及び波床昌則弁護士に聴講していただき、より分かりや
すい説明をするための助言等をいただいた。

また、講師の先生方のコメントを踏まえて、模擬講義の一部のみ即時に再挑戦して
いただいた。模擬講義を担当した研修参加者にとっては、再挑戦をすぐに実施するこ

1  同動画は、本邦研修前に井田教授及び中央大学法科大学院の学生の協力の下、令和２年度司法試験の問題を題材に詐
欺と横領の論点などを検討するソクラテス方式の講義を実施する様子を録画していただき、それにラオス語の字幕を付
したものである。



ICD NEWS　第104号（2026.3） 193

とは相当な負担であったと思われるが、各発表担当者は、試行錯誤しながらも、講師
の先生方の助言を踏まえて劇的にわかりやすい講義を実施することができ、わかりや
すい説明方法について体感できたのではないかと思われる。

また、本プログラムで取り扱ったすべての条文につき、講師の先生方から保護法益
を意識した説明、条文が規定されている章を意識すること、関連条文と比較しながら
説明をすることなどについて指摘がなされ、このような説明手法は、ラオスの方々に
とって、初めて経験するものであったようで、研修員からも非常に参考になったとの
コメントがなされた。

４　司法研修所における刑事系科目の教育、法曹に対する研修・教育（裁判官）
本研修４日目には、前記波床弁護士より、ご自身の司法研修所刑事裁判教官として

のご経験・裁判官としてのご経験を踏まえて、司法研修生への教育・研修及び裁判官
への研修について講義をいただいた。

司法修習の段階での教育や裁判官に対する研修（ＯＪＴを含む。）について詳細に
説明いただいただけではなく、「教官という立場や指導という立場からすると答えを
教えたくなるが、答えを教えるような教育・指導ではなく、研修生に自分で考えさ
せ、法と証拠に基づいて思考する能力を持った人材を育てることが重要である。」と
法教育・研修をする上で講師として重要な心構えの部分についても熱く語っていただ
いた。

５　罪数に関する講義・事例検討
本研修５日目は、中央大学駿河台キャンパスを訪問させていただき、同キャンパス

の教室をお借りして、井田教授に罪数に関する講義及び事例検討（意見交換）を実施
していただいた。

本講義及び意見交換は、長期専門家からラオスの刑事実務において罪と罪の関係性
についてどこまで整理されているかが不明であるという問題意識が提示されていたこ
とを踏まえ、罪と罪の関係性の整理について、日本の知見を提供するとともに、ラオ
スの実務家及び研究者がどのように考えているのかを調査することを目的として設定
したプログラムである。

研修参加者は、そもそも罪数関係についてこれまで検討したことがなく、新鮮だっ
たというコメントが大多数であったほか、適切な刑罰を科すためにも罪数関係は、
しっかり整理しないといけないと感じたとのコメントがなされた。

研修参加者にとっては、若干レベルが高いテーマのプログラムになったような印象
も受けたものの、そう遠くない将来に検討・考慮していく必要がある分野について知
る契機になったと思われる。



194

６　法曹に対する研修・教育（検察官）
本研修の６日目午前中には、法務総合研究所研修第一部渡邊ゆり部長による検察官

に対する研修・教育について、法務総合研究所研修第一部が実施している研修につい
て紹介いただいた。

７　取調べ演習に向けたプログラム
本研修６日目午後から７日目午後にかけて、最終的に取調べ演習を実施することを

目標に架空の傷害事件の事例を用いて、講義・意見交換・取調べ演習を実施した。
本プログラムは、刑法上の条文の要件の解釈に関する正確な理解を前提に、まだ事

実関係が判明していない捜査段階において、初動捜査の結果をまとめた事件記録（日
本でいういわゆる送致記録）を精査し、要件に該当する事実関係に関する証拠の有無
を確認し、争点になる要件を意識しながら該当する事実関係を獲得するべく被疑者取
調べを実施するという、刑法理論や刑法の要件解釈と実務が関連していることを理解
してもらうことを目的として設定したプログラムである。
⑴　傷害罪に関する講義、模擬事件記録の説明

本プログラムを実施するに当たり、前記論点集の内容には盛り込まれていないも
のの、改めて刑法総論的な思考方法や要件解釈を他の条文でもできるようにするこ
とを目的として、傷害罪を取り扱うことし、本プログラムの冒頭に当職による傷害
罪に関する講義を実施した。

具体的には、日本の傷害罪に関する規定について、実行行為や傷害結果、因果関
係、故意について、日本の判例上どのように解釈されているかについて紹介すると
ともに、ラオス刑法１９４条の傷害罪の規定を取り上げ、研修員とともに同条文の
要件及びその意味について丁寧に分析をした。

さらに、暴行の有無について争いがある架空の傷害事例について、事件記録を一
通り紹介し、その後のプログラムで充実した意見交換ができるような環境を構築し
た。

⑵　事例検討
傷害事件記録を前提に、研修員とともに、真実被疑者が暴行に及んだと考える立

場、実は被疑者が暴行に及んでいないと考える立場の双方から、事件記録を分析
し、双方の立場から、被疑者取調べにおいて、聴取するべき事項を検討した。

本架空事例は、被疑者が被害者の顔面を右手拳で殴ったかが争点となるよう作成
していたところ、送致記録を前提に、事件当時に当事者が立っていた場所や位置関
係、距離感、当事者間の口論の状況など聴取するべき事項について、研修員との意
見交換をしながら事例を深く分析していった。

⑶　取調べ演習
前記架空事例の送致記録や、意見交換等で深めた内容を前提に、ラオス刑法

１９４条を前提にしながら、日本の検察官が本件被疑者の取調べを実施したらどう
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なるか、参考にしていただくため、当職を検察官役、矢尾板専門家を被疑者役とし
て、取調べ演習を実施した。

模擬取調べ実施後は、研修員から質疑を受けたりコメントをいただいたりした。
特に、研修員からは、取調べ中も刑法の要件解釈を念頭に置きながら該当する事

実を丹念に探る必要性がよくわかったとのコメントをいただき、本プログラムは一
定の成果が認められたと思われる。

第４　おわりに

長期専門家からの報告によると、現行プロジェクト開始当初は、ワーキンググループ
メンバーに刑法の条文の要件分析の必要性を理解してもらうことに苦労したが、約２年
間の活動を経て要件の意味分析や解釈の重要性が理解されつつあるとのことであったと
ころ、プロジェクト開始から２年がたった現時点で実施した本研修中にワーキンググ
ループメンバーである研修員と議論した印象としても、条文の要件解釈の重要性と、意
味を明確にした上で事案に適用しようするという姿勢が見受けられた。

法解釈の手法や刑法理論に関する理解が完璧にできているとまでは認め難いものの、
現状を踏まえると、将来、他の刑法上の規定やその他の刑罰規定に関しても、適切に要
件解釈をできるようにすることや、法解釈の手法を他の実務家や法曹を目指す学生に指
導できる基盤を整えることを目指すためには、今後の普及活動において、論理的でわか
りやすい説明を模索し、説明を繰り返していくことで、法解釈能力を持った人材が増え
ていくことが期待できると思料される。

最後に、本研修で講師を務めていただいた先生方、訪問を受け入れていただいた中央
大学、矢尾板隼専門家、その他本研修に御協力いただいた関係者の皆様方に、心より御
礼を申し上げたい。
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京都二条苑 高裁前

／ 土

【講義/意見交換】
井田良教授

「罪数の考え方」

休務日

TIC泊

中央大学駿河台キャンパス501教室

／
【講義/意見交換】

法曹に対する研修・教育（検察）
渡邊ゆり研修第一部長

／

【事例検討/意見交換】
井田良教授

「罪数の検討」
中央大学駿河台キャンパス501教室

火

月

法務省赤れんが棟第５教室

／

月

【ラオス側発表/意見交換】
井田良教授・波床昌則弁護士・山下拓郎教官
『成果物の活用方法策定会議（論点集）』

木

／ 金

／

JICA市ヶ谷

【講義/意見交換】
法曹に対する研修・教育（裁判官）

波床昌則弁護士

JICA市ヶ谷

TIC泊【入国】

【法科大学院講義の視聴・解説】
井田良教授

火／

／ 水

JICA市ヶ谷

JICAｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

JICA市ヶ谷 JICA市ヶ谷

JICA東京センター

国際協力部オリエン
テーション

／

TIC泊

TIC泊
【講義・意見交換】

「刑法総論の思考方法』
山下拓郎教官

休務日

TIC泊

TIC泊

TIC泊

JICA市ヶ谷 JICA市ヶ谷

【講義/意見交換】
司法研修所における刑事系科目の教育

波床昌則弁護士

【講義/意見交換】
井田良教授

『法科大学院における刑法教育』
TIC泊

【ラオス側発表/意見交換】
井田良教授・波床昌則弁護士・山下拓郎教官
『成果物の活用方法策定会議（論点集）』

第4回ラオス本邦研修(刑事法)　日程表
【令和７年９月２９日（月）～１０月１０日（金）（移動日を含む。）】

（山下拓郎教官、高橋尚吾専門官）

月日 曜日 備考午前 午後休憩等

日

金

／

／

水

木

／

【総括質疑】
矢尾板専門家・山下拓郎教

官
【評価会・修了式】

TIC泊

TIC泊

【協議】
事件記録検討結果の共有・意見交換

矢尾板隼専門家/山下拓郎教官

【模擬弁解録取/取調べ演習】
ラオス刑法の解釈・適用を念頭に置いた取調べ

矢尾板隼専門家/山下拓郎教官

書類整理

【出国】

JICA東京センター

法務省赤れんが棟第５教室

TIC泊

法務省赤れんが棟第５教室

【講義/事例検討】
傷害罪の構成要件等/事件記録（送致記録）の検討

山下拓郎教官

所長主催意見
交換会

法務省赤れんが棟第５教室

記念写真撮影

1
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ペペッッササモモーーンン・・イインンタタヴヴォォンン

最高人民裁判所行政裁判所判事補

司法省法制局刑事課技術職員

ススリリニニャャンン・・チチャャンンタタチチャャッックク

司法省国立司法研修所　学生・活動管理課副課長

ペペッットトニニココーーンン・・シシーーササニニャャンンタタ

最高人民検察院　立法課副課長

パパンンタタミミッットト・・イインンタタヴヴォォンン

最高人民裁判所少年法廷1級判事

アアククソソンンシシンン・・ヴヴィィササイイニニャャラライイ

最高人民裁判所　ビエンチャン首都人民最高裁判所副長官

ダダオオフフアアンン・・ヴヴォォンンダダワワンン

ナナリリススアアンン・・ササイイススリリニニャャーー

最高人民裁判所民事法廷４級判事

最高人民裁判所　技術管理・裁判統計局副局長

ケケーートトママニニーー・・チチャャンンタタイイテティィッッププ

ヌヌーーピピッットト・・ササイイササワワンン

最高人民検察院　法執行監督局副局長

ララオオスス法法のの支支配配発発展展促促進進ププロロジジェェククトト（（フフェェーーズズ２２））「「刑刑事事法法」」本本邦邦研研修修

最高人民検察院　法執行監督局行政事件監査課長

ススーーロロッットト・・パパンンタタヴヴォォンン

ブブンンママニニーー・・ササヴヴォォンンリリエエンンカカムム

中部人民検察院法執行監督課

ススリリポポーーンン・・ケケオオススヴヴァァンン

最高人民検察院　刑事施設監督局刑事施設監督課長
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【【研研修修担担当当//OOffffiicciiaallss  iinn  cchhaarrggee】】

ペペッットト・・セセンンパパンンニニャャーー

ラオス弁護士会研修センター指導者

パパンンタタササッックク・・ミミンンナナココーーンン

ラオス国立大学法政治学部刑事法学科講師

ブブンンカカムム・・イインンタタヴヴォォンン

治安維持省経済警察課長

ススククササワワンン・・ヴヴィィララヴヴォォンン

治安維持省監査局副局長

ククンンカカムム・・シシーーハハーーララーートト

ラオス国立大学法政治学部図書館長

司法省国立司法研修所刑事法学科技術職員

ブブッッデディィ・・ププンンミミーーササイイ

司法省法制局行政・社会文化法課技術職員

ココンンヴヴィィラライイ・・ブブアアササイイ

司法省判決執行管理局 判決執行課副課長

教教官官  //    PPrrooffeessssoorr  山山下下　　拓拓郎郎((YYAAMMAASSHHIITTAA  TTaakkuurroo))

国国際際専専門門官官  //  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSttaaffff  高高橋橋　　尚尚吾吾((TTAAKKAAHHAASSHHII　　SShhooggoo))

セセンンタタヴヴィィ・・イインンタタヴヴォォンン

ラオス国立大学法政治学部刑事法学科長

ブブンンリリエエンン・・ヴヴォォンンササムムパパンン

ラオス国立大学法政治学部学生課副課長

ププーーワワンン・・シシンンハハーーナナーートト




